


※判定医記入欄

受給者氏名

証書番号
秋児

秋児扶

※市町村記入欄

判定
該当

障害の程度は児童扶養手当法別表第一に定めると
おりであり、国民年金法及び厚生年金保険法による
障害等級の一級、身体障害者福祉法による障害等
級の一級及び二級に相当するものである。

判定
医印

非該当

年月日 令和 年 月 日

有期 令和 年 月


